
 

 

   
 

 

JAFTAのホームページでは、医師会員とフットケア技術者（非医療従事者）との連携を推進していくため、専門家としてのフットケア技術者（非医療従事者）を積極的に紹介、掲載することを心がけています。このためフットケア技術者（非医療従事者）の専門的知識、技術、衛生管理について当協会が定める基準をクリアし、一定レベルを保持していただく必要性から、会員のホームページ掲載条件を以下のように定めます。   
 

1. 入会金、年会費を正式に納めている正会員 
2. フットケアの規定カリキュラム取得（FSIフスフレーゲステップⅠ、または当協会実施の実技・筆記試験の合格ラインをクリア） 
3. 3年以上の経験（店舗所有か出張形態で 1000人以上施術経験者） 
4. JAFTA衛生ガイドライン（2012年 2月 12日発行）の所持、衛生管理基準の遵守 
5. 以下、所持必須 ・ 高圧蒸気滅菌器（オートクレーブ）又は熱風滅菌器 ・ 消毒剤（スーパーミル 88） ・ 拡大鏡 
6. 賠償保険の加入（施術に関する顧客とのトラブル対策強化のため） 注）医師会員除く 
7. 協会が実施する研修会に積極的に参加 
8. 協会が定めるホームページ掲載申請書の提出および協会の受諾 

 ❐この規定は 2012年 2月 12日以降、施行します。 
 ❐以上の基準クリアによって JAFTA 正会員の施設・サロンとして当協会 HP に掲載させていただきます。 

 以上   日本フットケア技術協会 

会員のホームページ掲載条件 

2012.2.12 


